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Ⅰ　問 題 意 識

本稿では，事例調査とアンケート調査に基づ
き，非正規雇用者の組織化後の取り組みとその効
果を検証することを目的とする。本稿でいう非正
規雇用者とは，パートタイマー，契約社員，嘱託
（再雇用者）といった直接雇用者を指す。
非正規雇用者の組織化は，古くて新しい課題と
いえる。管見の限りで言えば，非正規雇用者の組
織化の研究は 1970 年代から 1980 年代にかけて行
われるようになった。当時の研究の分析対象は

スーパーで働くパートタイマーであり，その研究
は先進事例の分析という形で進められてきた（例
えば，大沢 1979・1980；筒井・山岡 1985；古郡 1985
など）。その後，1990 年代に入り，パートタイマー
の増加（量的基幹化）と戦力化の進展とともに，
パートタイマーが正社員の仕事の一部を担うよう
になっていく 1），2）（質的基幹化）。こうしたパート
タイマーの職場進出に対して，正社員のみで構成
される正社員組合が，正社員の組合員（以下，正
社員組合員）の雇用と労働条件を脅かすことにつ
ながり兼ねないと考えたとしても不思議はない。
この通りであれば，非正規雇用者の活用の進展
に伴い，非正規雇用者の組織化活動とその研究が
進められても不思議はないが，その重要性に関わ
らず，この分野の研究に大きな進展は見られな
かった。この事態を招いた原因は定かではない
が，非正規雇用者の活用の進展が特定の業種業態
に限られたものであったことが考えられる。
非正規雇用者の組織化の推移を見よう。図 1

本稿では，事例調査とアンケート調査の分析に基づいて，非正規雇用者の組織化後の取り
組みとその効果を検証する。非正規雇用者の組織化の研究には，非正規雇用者の組織化後
の取り組みの分析が手薄であること，労働組合の効果の研究には，非正規雇用者を対象と
していないという課題が残されている。組織化後の取り組みを見ると，非正規雇用者を組
織化すれば，労働組合は非正規雇用者の処遇を改善したり，非正規雇用者の雇用を維持し
たりすることで，非正規組合員に対して，正社員組合員に行うものと同様の取り組みを行
う。最後に，本稿では，非正規雇用者の組織化の意味を考察しているが，それは，労働組
合が組織内で正社員と非正規雇用者の賃金格差の是正に取り組み，その格差を互いに受容
（納得）できるものに縮小していくこと（「組織内の均衡処遇の実現への接近」）にあるこ
とを主張する。
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には，1990 年からの短時間雇用者の推定組織率
（短時間雇用者全体に占める短時間雇用者の組合員の
割合，以下，組織率とする）などを示しているが，
これによると，非正規雇用者の組織率（実線の折
れ線グラフ）は上昇傾向を示しており，特に 2000
年代半ばにおいて，組織率は急激に上昇してい
る。この時期は，GMS（総合スーパー）を筆頭に
非正規雇用者の組織化が進められ，その活動が他
産業にも波及していった時期である 3）。この動き
に呼応するかのように，非正規雇用者の組織化の
研究は活発に行われるようになる（例えば，鈴木・
早川編 2005；本田 2007；労働政策研究・研修機構編
2005，2006；連合総合生活開発研究所編 2009；橋元
2009 など）。
このように，非正規雇用者の組織化の研究は，
その活動の進展に呼応する形で進められてきた
が，ここで本稿において，非正規雇用者の組織化
を取り上げる意味を示しておく。本稿が非正規雇
用者の組織化をテーマに据えたのは，労働組合が
非正規雇用者を組織化すれば，正社員組合員と非
正規雇用者の組合員（以下，非正規組合員とする）
の意見を聞き，組合員間の利害を調整することを

通じて，より良い道を模索する中で，雇用形態間
の処遇格差の縮小（組織内の適切な処遇格差を設定
すること：同一労働同一賃金の実現への接近）につ
ながるのではないかと考えることにある。
このことは，労働政策という点からも重視され
ている。労働政策研究・研修機構（2013：1）によ
ると，①労働者全体に占める正社員以外の労働者
（非正規雇用者など）の割合が増加しており，正社
員と非正規雇用者の処遇格差の解決（公正な処遇）
を求める動きがみられること，②この問題を解決
するには，正社員と非正規雇用者の利害を調整す
る必要があり，非正規雇用者に発言する機会を確
保し，集団的に労働条件を設定する仕組みを検討
することが重要課題として指摘されている。
こうしたことから，労働政策研究・研修機構
では，2014 年度から 2016 年度にかけて，非正規
雇用者の組織化に関する調査研究を行ってきた。
2014 年度から 2015 年度にかけて，非正規雇用者
を組織化した 8 組合を対象に事例調査を実施し
た 4）。この調査から，非正規雇用者を組織化する
と，労働組合は，①非正規雇用者の処遇改善，②
非正規雇用者の雇用の維持，③グループ内企業

図 1　短時間雇用者の推定組織率
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注：2011 年の組織率は，東日本大震災の影響により，短時間雇用者数の推計値が公表されていないため，算出できていない。
出所：厚生労働省『労働組合基礎調査』及び総務省統計局『労働力調査』より。



日本労働研究雑誌52

への組織化の波及という 3つの役割（効果）を果
たすことが確認された（労働政策研究・研修機構　
2016）。なお本稿では，紙幅の関係で①と②を取
り上げる。
2016 年 7 月には，事例調査で得られた事実発
見が，多くの労働組合に当てはまるかどうかを検
証するために，「非正規雇用者の処遇改善の実態
に関するアンケート調査」を実施した。この調査
では，厚生労働省が毎年実施する『労働組合基
礎調査』の名簿（平成 27 年）に基づいて，日本全
国の労働組合約 2万組合に調査票を配布し，3227
組合から回答を得た。回収率は約 15.0％である。
本稿のアンケート調査による分析で取り上げる
データは，このアンケート調査によるものであ�
る 5）。

Ⅱ　分 析 課 題

本稿の分析課題は 2つある。第 1に，労働組合
は非正規雇用者を組織化すると，どのような取り
組みを行うのかである。非正規雇用者の組織化研
究の多くは，組織化活動の実態やその論理を解明
しようとするものである。例えば，中村（2009）
によると，非正規雇用者が職場や組織の全従業員
の過半数を占めるようになると，労働組合は 36
協定を締結する際の過半数代表者の立場を維持す
るために（代表性の維持），さらには集団的発言メ
カニズムを維持するために，非正規雇用者の組織
化に乗り出すという 6）。この論理によれば，労働
組合が非正規雇用者の組織化に取り組むか否か
は，数の論理が重要だということになる。
他方で，組織化後の組合活動は，数の論理だけ
で決まるとは限らない。正社員組合員より非正規
組合員が多い場合，従来の正社員組合員中心の取
り組みから非正規組合員中心の活動を行う必要性
が出てくると考えられる。この結果，組合は正社
員組合員と非正規組合員の利害を調整し，全組合
員を代表して発言しなくてはならなくなる。例え
ば，労働組合が非正規組合員の処遇を改善しよう
とする場合，昇給原資が足りなければ，その一部
を正社員組合員の昇給原資に求めなくてはならな
くなることが考えられる。こうしたケースでは，

労働組合は正社員組合員に理解を求めるのか，ま
た正社員組合員は，自分たちの昇給原資の一部を
非正規組合員の処遇改善に活用することに納得す
るのだろうか。要は，労働組合が組合員間の利害
を調整することで，互いに納得（受容）できる形
で妥協点を見出すことができるかということであ
る。
第 2に，非正規雇用者の組織化の効果である。
労働組合の効果については，賃上げ効果（野田
2005；川口・原 2007；仁田・篠崎 2008 など），雇用
保障の効果（駿河 1997；野田 2005 など），離職率
への影響（村松 1984；中村・佐藤・神谷 1988；外
舘 2007 など），生産性への寄与（村松 1983；森川
2008 など）といった効果があげられる。ただしこ
れらの研究の多くは正社員を対象としたものであ
り，非正規雇用者を組織化した場合，労働組合が
非正規組合員に対しても，同様の効果をもたらす
のかはわからない。これを検証することが，2つ
目の課題である。

Ⅲ　組織化後の取り組み─事例分析

事例分析では，労働組合が非正規組合員に対し
て，どのような取り組みを行うのかを分析する。
ここでは，①処遇改善と②雇用の維持を取り上げ
る。処遇改善では，私鉄中国地方労働組合広島電
鉄支部（以下，広電支部とする）と小田急百貨店
労働組合の取り組みを，雇用の維持では，全矢崎
労働組合の取り組みを取り上げる。

1　処遇改善 7）の取り組み：広電支部

広電支部の事例では，正社員登用を実現するこ
とで，非正規組合員の処遇改善が行われた。広島
電鉄株式会社では，2001 年に契約社員制度が導
入され，若手社員は契約社員として採用されるこ
ととなった。広電支部は，契約社員制度の導入を
しぶしぶ認める一方で，契約社員の組織化を行
い，「契約社員採用後 3年間で正社員登用するこ
と」を会社側に認めさせた。ただしその登用先は，
従来の正社員ではなく，正社員Ⅱという，契約社
員を無期化したに過ぎない雇用形態であった。そ
こで組合は，「完全正社員化の実現」をスローガ



No. 691/Special Issue 2018 53

論　文　非正規雇用者の組織化と発言効果

ンに，従来の正社員への統一に取り組むこととし
た。その取り組みが実を結ぶのは，2009 年であ
る 8）。
この取り組みの過程で，ある問題が発生した。
従来の正社員と正社員Ⅱでは，労働条件が異なる
ため，完全正社員化を実現するには，それに伴う
人件費増の原資をどのように捻出するかが問題と
なった。その結果，可能な限り，人件費総額を抑
えたい会社側と完全正社員化の実現を主張する広
電支部との間で交渉が行われることとなった。以
下では，広電支部を対象に，既存の正社員組合員
と若手組合員との間の処遇格差問題をどのように
解決したのかに着目する。
広電支部の執行部は，完全正社員化の実現に取
り組む際に，「現行制度の維持では，会社に対し
て説得力がない」という認識から，相当の覚悟を
もって，賃金抑制を念頭に置いた新しい賃金制度
を構築し，組合員に提示した。その賃金制度は，
一定年齢に到達したら，勤続給や勤続給が頭打ち
になるという意味において，「年功」的要素を弱
めるものであった。その提示に対する組合員の反
応は，「総スカン」だったという。特に年齢の高
い（賃金の高い）ベテラン組合員から，下記のよ
うな厳しい意見が出された。

「なぜ組合が組合員の賃金を下げるようなこと
をするんや」
「なんで（年齢給を）41 歳で止めるんや。60 歳
まで働くじゃけぇ，60 歳まで上がるのが当たり
前やろが。」
上記の厳しい意見を受けて，組合執行部は組合
員の意見を汲んだ賃金制度を修正案として組合員
に提示し，組合員の合意を得て，会社と交渉をし
ていくことにした。しかし組合修正案を目にした
会社の反応は，「こんなもんができるわけがない。
会社を潰す気か」というものであった。組合修正
案を実現すると，総額人件費が増えるのは明らか
だったからである。その後の労使の話し合いで
は，会社が組合に案を提示するものの，組合は人
件費を抑制したいと考える会社の提案に納得する
ことはなかった。最終的に，会社が「どうすりゃ
いいんや」という段階になると，組合は最終案
（表 1の職種別賃金表）を提示する。

表 1は乗務職の賃金表である。この賃金表は，
乗務職に月給 32 万円を保障する一方で，月給が
32 万円を超える従業員については，10 年かけて
1割ずつカットしていくというものである。例え
ば，月給 42 万円の従業員は，毎年 1万円ずつ減
少していくことになる。ただし月給 42 万円を受
け取るのは定年間近の従業員であり，実際に減額
措置を受けるのは 1～ 2 年であった。とはいえ，
賃金カットを受けるベテラン組合員は，上記の厳
しい意見を述べた人達でもある。組合執行部は猛
反対を受けるのではないかという懸念を抱えなが
らも，最終案を組合員に提示した。組合員の反応
は，執行部にとって意外なものであった。ベテラ
ン組合員に，「ようやってくれた」と感謝された
からである。その背景には，2つの要因があると
考えられる。
1つは，定年延長である。広島電鉄では，60 歳
から 65 歳への定年延長が行われた。それ以前に
定年を迎えた従業員は再雇用され，定年前と仕事
が変わらないのに，「時給 1300 円，ボーナス 20
万円支給」という労働条件が適用されていた。そ
の労働条件は決して十分とはいえなかった。これ
に対し，定年延長後は，月給は 26 万 5 千円（上限）
から 21 万円（下限）の範囲で決定され，ボーナ
スは正社員と同等とされた。定年延長により，60
歳以降の労働条件は改善され，賃金カットの対象
であるベテラン組合員の生涯賃金は増えることと
なった。
2つは，若手社員への配慮である。ベテラン組
合員からは，「やっぱり若者がかわいそうだ」と
か「わしらは，もう後先がないじゃけぇ，ええん
じゃい」という意見が出されたという。ベテラン
組合員は，本音では，賃金カットを受けたくない
と思っているものの，それでも若い組合員が正社
員化を切望しているのを目の当たりにすると，我
を通すことはできなかったと考えられる。

「職場の中が分かれるんですよね。若い層はも
うこれに期待して，（完全正社員化を）早くやっ
て下さいと。だったら，年配層の声がだんだん小
さくなるんです，職場の中で。」
このように，広電支部は，若手社員については，
完全正社員化を通じて処遇改善を行うとともに，



日本労働研究雑誌54

賃金カットを受けるベテラン社員には，定年延長
による 60 歳以降の処遇を改善することを通じて，
組合員間の利害調整を行うことに成功した 9）。

2　処遇改善の取り組み─小田急百貨店労働組合

株式会社小田急百貨店では，労使が雇用形態別
の役割を整理し，雇用形態間の処遇格差を縮小す
ることを通じて，均衡処遇の実現に向けた取り組
みが行われた。ここでは，2015 年に行われたク
ルー社員（契約社員，2003 年に組織化）の人事制
度改定を取り上げる。
小田急百貨店労働組合がクルー社員の人事制度
改定に取り組んだ背景には，①クルー社員から正
社員との処遇格差に対する不満が出されており，
労働組合として，その声に応える必要があったこ
と，②会社はクルー社員の戦力化を考えていた

が，組合は現行の労働条件のままで，クルー社員
に正社員と同等の役割を任せることは容認できな
かったことの 2つがある。
同社の今後の正社員の要員推移を踏まえると，
現行クルー社員の役割が拡大し，正社員と同等の
役割を担う身分が必要になることから，この人事
制度改定においては，従来からあるクルーに加
え，「上級クルー」が設置されることとなった。
上級クルーは，「現在正社員が実施している業務
を補完する新たな雇用形態」として位置付けられ
た。上級クルーが担うべき業務や短期的な役割発
揮は，正社員と同等とされたが，職場や本人の
ニーズを勘案し，職場や業務特性を限定すること
により，中長期的な役割期待については，正社員
とは一定の差異が生じるものとされた。これを示
したのが，表 2である。

表１　職種別賃金表（乗務系）

運転士① 運転士② 運転士③ 運転士④ 運転士⑤ 運転士⑥ 運転士⑦
（H26）

運転士⑦
（H27）

運転士⑦
（H28）

ピッチ 700 700 800 800 800 800 800 800 800

1 210,000 225,000 240,000 250,000 260,000 270,000 274,400 277,600 280,000

2 210,700 225,700 240,800 250,800 260,800 270,800 275,200 278,400 280,800

3 211,400 226,400 241,600 251,600 261,600 271,600 276,000 279,200 281,600

4 212,100 227,100 242,400 252,400 262,400 272,400 276,800 280,000 282,400

5 212,800 227,800 243,200 253,200 263,200 273,200 277,600 280,800 283,200

6 213,500 228,500 244,000 254,000 264,000 274,000 278,400 281,600 284,000

7 214,200 229,200 244,800 254,800 264,800 274,800 279,200 282,400 284,800

8 214,900 229,900 245,600 255,600 265,600 275,600 280,000 283,200 285,600

9 215,600 230,600 246,400 256,400 266,400 276,400 280,800 284,000 286,400

10 216,300 231,300 247,200 257,200 267,200 277,200 281,600 284,800 287,200

（中略） 282,400 285,600 288,000

51 283,200 286,400 （中略）

52 284,000 287,200 318,400

53 284,800 288,000 319,200

54 285,600 （中略） 320,000

55 286,400 319,200

56 （中略） 320,000

57 318,400

58 319,200

59 320,000

注：��網掛けになっている箇所は，暫定号棒を示している。このデータは 2014 年の春闘の結果，新たに賃金表に付け加え
られた箇所である。組合は，できる限り，32 万円に近づけることで，組合員の昇給を実現しようとしている。

出所：労働政策研究・研修機構（2016：162）より。
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この表によると，正社員には，一般階層（Sの
み）とリーダー層（L1～ L3），マネジメント層（M1
～M3）の 7 グレードが設定され，職場や職種に
限定はない。正社員は，職場や職種に関係なく配
置される。上級クルーには，一般階層（1グレード）
とリーダー層（L1）の 2グレードが設定されたほ
か 10），配属される店舗が限定され，職種につい
ては，業務特性が考慮されることとなった。した
がって，上級クルーは同一店舗・同一職種の職場
内で配置が決定されることとなった。クルーは一
般階層（1グレード）のみで，部署，課，職種が
限定される。クルーは，従来通り，同一店舗・同
一職場の配置となった。
この人事制度の改定によって，雇用形態別の役
割の棲み分けが行われるとともに，クルー社員に
は，従来からの正社員登用に加え 11），①クルー
から上級クルーへの昇格，②上級クルーの正社員
登用の 2つのルートが開かれた。正社員には，毎
年，一定数のクルーが登用されているほか，上記
の新たな 2つのルートによるキャリアアップが行
われていることからすると，この人事改定によっ
て，以前よりも多くのクルーのキャリアアップが
実現されていることになる。この結果，クルーの
身分は拡充され，処遇改善につながったと考えら
れる 12）。
上記がクルー社員の人事制度改定の主な内容で
あるが，組合は同時にクルーの業務の整理にも着

手した。クルー（販売職）の業務は，労働協約の
中で「販売及び販売関連業務」と定められている
が，実際の募集要項には，「販売だけでなく，発
注・納品・在庫管理等の販売関連業務も含めなが
ら，販売スキル全般の習得を目指す」と記載され
ていた。さらに，同じ職種のクルーであっても，
「販売関連業務｣ の範囲は，職場によって異なっ
ていた。
そこで，労使がクルー（販売職）の業務範囲の
整理に取り掛かった。その結果，労使で確認した
「販売関連業務」の範囲は，「日々の売り場内にお
いて発生する業務」のうち，「担当商品を販売す
るための準備や事後処理に関する業務，担当商品
の販売につながるスキル習得が可能な業務」に限
定された。とはいえ，これだけで全店舗で統一し
た基準を設定することは困難であることから，組
合は会社から提示された具体例 13）について，ク
ルー（販売職）を含めた職場役員にヒアリング調
査を行い，各職場の実態と照らし合わせ，現行の
労働条件の範囲内であることを確認した。

3　雇用の維持の取り組み 14）─全矢崎労働組合

全矢崎労働組合は，矢崎総業株式会社の国内企
業の 3社の従業員（正社員と準社員）で構成され
る。準社員とは，1991 年に複数の非正規雇用者
を統合してできた雇用形態で，2007 年に組織化
されている。準社員は無期雇用であるため，厳密
には非正規雇用者と言い難いが，準社員は事業所
採用であり，家庭の事情などによって，通勤可能
な範囲は，事実上，車で 30 分圏内という人が多
い。したがって，準社員に広範囲な異動を求める
ことは困難であり，それが要請される場合，無期
雇用であっても，準社員は退職を選択せざるを得
なくなると考えられる。
こうした事態が発生したのは 2009 年のことで
ある。準社員が働く鷲津工場（図 2）の閉鎖が組
合に提案されたのである。会社の提案は，同工
場から 65 キロ離れた牧之原工場（ものづくりセン
ター）を新しい拠点とし，そこに鷲津工場を移転
させるというものであった。この計画によって，
鷲津工場（449 人）と近隣の事業所（506 人）を含
め，995 人が異動対象者となった。当然，その人

表 2　クルー社員を含む人事体系

社員
クルー社員

上級クルー クルー

職場
限定なし

店舗限定 課・Div・限定

職種 業務特性 限定する

M3

マネジメント階層 M2

M1

L3

リーダー階層 L2

L1
上級クルー

一般階層
S

クルー

出所：労働政策研究・研修機構（2016：59）より。
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数には準社員が含まれていた。
ここで問題となったのは，準社員の異動であ
る。自家用車で通勤しても，公共交通機関を利用
しても，通勤時間は 30 分を超えてしまうからで
ある。そこで鷲津支部（鷲津工場にある全矢崎労働
組合の支部）は，全組合員にアンケート調査を実
施し，家族構成，住宅の状況（持家か借家か），異
動する場合，どのような通勤手段を選ぶかなどに
ついて調べた。
アンケート調査を終えると，鷲津工場の労使
は，調査結果に基づいて個人面談を実施していっ
た。鷲津支部は，鷲津工場以外の近隣の事業所も
管轄としていたから，個人面談を実施した人数は

延べ 1100 人にも及んだ。そのうち，異動に難色
を示した約 200 人については，個人面談を繰り返
し行うことで，準社員であっても，可能な限り働
き続けられる道を模索していった。
なかでも異動に難色を示したのは，鷲津工場内
の試作部門の準社員であった。同部門の準社員の
存在が，鷲津工場の移転問題に大きな影響を及ぼ
した。下記の星川氏（当時の鷲津支部の執行委員長）
の発言の通り，試作部門の仕事は，熟練やノウハ
ウを要するため，会社からすると，準社員に辞
められては困るという事情が働いたのである。こ
の結果，試作部門を鷲津工場に残すとともに，近
隣の事業所を統合して鷲津工場内に配置すること
で，鷲津工場は「牧之原工場分工場」として存続
することとなった 15）。

「（会社としてはもっと多くの準社員に牧之原工
場に）行ってもらいたかったのはあるでしょう
ね。だけど，試作の人達にいけない人が多かっ
たので。・・もし榛原（牧之原工場のこと）へそ
れを持ってくるといっても，試作って熟練とい
うか，ノウハウがすごく重要なので，こっちで
何か設備を用意してからできる物とは違うので，
じゃ，そんなに試作の人が行けないならもって行
かないでも良いとなって，（鷲津工場に）残すこ
とになりました。」

図 2　事業所の位置関係

注：牧之原工場は，ものづくりセンターと表記されている。
出所：労働政策研究・研修機構（2016：113）より。

静岡支店
島田製作所
ものづくり
センター

天竜工場

浜松工場

大浜工場
大東工場

裾野製作所

沼津製作所

富士工場

静岡県

Y-CITY

65Km

旧鷲津工場（現　牧ノ原工場鷲津分工場）

表 3　鷲津工場及び生産準備部門の結果

2011 年末の人員数
2011 年 4 月 1 日時点

残留 牧之原工場へ異動

職制 62 9 52

社員 383 125 242

準社員 158 146 11

アンカー・パート 55 41 10

B 子会社出向 34 10 24

海外研修者 149 85 4

派遣社員 20 10 7

合計 861 426 350

（単位：人）

注：��残留人数と牧之原工場への異動者数を足し合わせても，2011 年末の人員数と一致しない。
両者のズレは，退職者数だと考えられる。

出所：労働政策研究・研修機構（2016：116）より。
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最終的に，鷲津工場の移転問題はどのように決
着したのかを整理する。表 3によると，鷲津工場
の準社員 158 人のうち，牧之原工場に異動したの
は 11 人，鷲津工場に残留したのは 146 人となっ
た。下記の星川氏の発言の通り，組合に加入した
ことで，準社員の雇用はより安定した。

「……こういうことがあった時に，（準社員を組
織化）しておいて良かったな，組合らしいことが
できたなって思った。そうでなかったら，あの地
域の百五十何人が，下手をしたら，切り捨てられ
たかもしれないね。」
「……（準社員を組織化していなかったら）会
社は『社員のことを言うならわかるけれど，何で
準社員のことを言うんだよ，組合員でもないの
に』って，たぶん言ったと思うよ。」

Ⅳ　組織化後の取り組み�
─アンケート調査による分析

1　組合の類型

アンケート調査には，非正規雇用者の組織化状
況についての設問がある。その設問の選択肢に
は，「1．組合加入資格があり実際に組合員がい
る」「2．組合加入資格があり現在組合員はいない」
「3．組合加入資格はないが，現在は組織化の方向
で検討している」「4．組合加入資格はなく，現在
特に組織化の取り組みはしてない」の4つがある。
上記の選択肢 1と 2は組織化組合であり，実際
に非正規組合員がいれば 1，いなければ 2となる。

組織化組合のうち，非正規組合員のいる組合（選
択肢 1）は「組織化・非正規組合員存在組合」，非
正規組合員のいない組合（選択肢 2）は「組織化・
非正規組合員不存在組合」とする。選択肢 3と 4
は未組織組合であり，組織化を検討していれば 3，
組織化の取り組みをしていなければ 4となる。未
組織組合のうち，現在組織化の方向で検討してい
る組合（選択肢 3）は「未組織・組織化検討中組
合」，現在も特に組織化に取り組んでいない組合
（選択肢 4）は「未組織・組織化未実施組合」とす
る（表 4）。
この類型に基づいて分析を行うが，組織化・非
正規組合員不存在組合（表 10 については，未組織・
組織化未実施組合）については，データを記載す
るにとどめる。非正規雇用者を組織化していて
も，非正規組合員の有無によって，労働組合の取
り組みに違いが見られ，組織化後の取り組みを正
確に把握することが困難になると考えられるから
である。
この 4 類型の構成は表 5 の通りである。組織
化組合は 1058 組合（全体の 32.8％）であり，未
組織組合は 2011 組合（同 62.3％），残りは無回
答の 158 組合（同 4.9％）である。組織化組合の
うち，組織化・非正規組合員存在組合は 706 組
合（同 21.9%），組織化・非正規組合員不存在組合
は 352 組合（同 10.9%）である。未組織組合のう
ち，未組織・組織化検討中組合は 193 組合（同
6.0％），未組織・組織化未実施組合は 1818 組合
（同 56.3％）になる。

表 4　組合の類型

出所：労働政策研究・研修機構（2017：7）より。

1．組合加入資格があり実際に組合員がいる
　（組織化・非正規組合員存在組合）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組織化組合　　
2．組合加入資格があり現在組合員はいない
　（組織化・非正規組合員不存在組合）

3．組合加入資格はないが，現在は組織化の方向で検討している 　
　（未組織・組織化検討中組合）　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　未組織組合
4．組合加入資格はなく，現在特に組織化の取り組みはしてない
　（未組織・組織化未実施組合）
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2　非正規雇用者への取り組み

労働組合が非正規雇用者にどのような取り組み
を行うのかを見たい。まずは非正規雇用者の意見
収集方法（MA）である。表 6によると，多くの
項目において，未組織組合に比べ，組織化・非正
規組合員存在組合の割合が高いことがわかる。こ
の傾向があてはまらないのは，「その他」と「特
に何もしていない」の 2つである。「特に何もし
ていない」の割合に着目すると，その割合が最も
高いのは，未組織・組織化未実施組合である。
正社員と非正規雇用者との賃金格差に対する労
働組合の方針を見ておく。「格差を縮める必要が
ある」の割合について見ると，組織化・非正規組
合員存在組合は，未組織組合に比べて高い。これ
に対し，「いまの格差のままでよい」の割合につ
いて見ると，組織化・非正規組合員存在組合は，
未組織・組織化検討中組合より高いものの，未組
織・組織化未実施組合より低い。また「決まって
いない」の割合では，組織化・非正規組合員存在
組合は未組織組合より低い（表 7）。
正社員と非正規雇用者の賃金制度に関する情報
が，どの程度，共有されているかを見る。正社員
の賃金制度についてみると，組織化・非正規組合
員存在組合では，非正規雇用者を含め，全従業
員もしくは全組合員に公開される割合が，未組織
組合よりも高い。他方で，「正社員（組合員のみ）」
について見ると，組織化・非正規組合員存在組合
に比べ，未組織組合の割合が高い。
非正規雇用者の賃金制度について見ると，正社
員の賃金制度と同様，組織化・非正規組合員存在
組合では，非正規雇用者を含め，全従業員もしく

は全組合員に公開される割合は未組織組合よりも
高い。他方で，「賃金制度は開示していない」に
ついて見ると，未組織組合は，組織化・非正規組
合員存在組合よりも割合が高い（表 8）。

3　組織化の効果

組織化の効果では，非正規雇用者の処遇改善と
非正規雇用者の意見への対応結果を取り上げる。
表 9は，非正規雇用者の処遇改善のデータを示し
ている。同表によると，多くの項目において，組
織化・非正規組合員存在組合の割合は，未組織組
合に比べて高い。これに対し，「実現したことは
ない」では，組織化・非正規組合員存在組合より
も未組織組合は割合が高い。
表 10 には，非正規雇用者の意見に対応した結
果，どんな変化（効果）が見られたのか，その結
果を示している。同表によると，多くの項目にお
いて，組織化・非正規組合員存在組合の割合は，
未組織組合もしくは未組織・組織化未実施組合の
割合に比べて高い傾向にある。
他方で，上記の傾向があてはまらないのは，

「その他」「変化なし」「意見を収集していない」
「取り組んでいない」の 4つである。「意見を収集
していない」と「取り組んでいない」の割合につ
いて言えば，組織化・非正規組合員存在組合より
も，未組織組合の方が高い。

Ⅴ　結　　論

最初に設定した 2つの課題に即して分析結果を
まとめ，非正規雇用者の組織化の意味を考えた
い。労働組合は，非正規雇用者を組織化すると，

表 5　組合の構成

出所：労働政策研究・研修機構（2017：7）より。

全体に占める割合（%） N

合計 100.0 3,227

組織化・非正規組合員存在組合 21.9 706 組織化組合
（n=1,058，32.8％）組織化・非正規組合員不存在組合 10.9 352

未組織・組織化検討中組合 6.0 193 未組織組合
（n=2,011，62.3％）未組織・組織化未実施組合 56.3 1,818

無回答 4.9 158
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非正規組合員の意見を収集し，非正規組合員のた
めの取り組みを行う。その具体例が，非正規組
合員の処遇改善を実現したり（正社員組合員と非
正規組合員との利害調整を含む），非正規組合員の
雇用を維持したりすることである。こうした効果
は，先行研究の賃上げ効果（処遇改善）と雇用保
障の効果に該当する。この限りにおいては，非正
規雇用者を組織化すれば，労働組合は，非正規組
合員に対して，正社員と同様の取り組みを行うと
考えて良い。
その上で，非正規雇用者の組織化の意味を考え
てみたい。近年，正社員と非正規雇用者の処遇格
差に関する主要な政策として，同一労働同一賃金

が注目されている。「Job」（職務）という概念が
浸透し，職務をベースに賃金が決定される欧州で
は，同一労働を定義しやすく，その実現可能性が
高いが，一方で，その概念が浸透しておらず，属
人的な要素を含めて賃金を決定する日本において
は，同一労働の定義が困難になるという問題に直
面することになる。したがって，欧州のモデルの
実現を追及するのではなく，日本の実態に合わせた
形で同一労働同一賃金を実現していく必要がある。
では，日本において，同一労働同一賃金を実現
する場合，具体的にどのような取り組みが望まし
いのか。本稿では，従業員区分間の処遇格差に対
して，それぞれの従業員区分の労働者が概ね納得
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表 6　非正規雇用者の意見収集方法（MA）

注：1）��矢印は，表の割合がどのように変化するかを示している。矢印が上に向いていれば，徐々に割合が高まることを示しており，矢印が下に向
いていれば，徐々に割合が低下することを示している。以下同じ。

　　2）点線は，組織化・非正規組合員存在組合の割合に比べ，未組織・組織化未実施組合の割合が高い（低い）箇所を示している。以下同じ。
出所：労働政策研究・研修機構（2017：27）より。

合計 3,069 6.5% 13.8% 1.2% 8.1% 12.8% 16.3% 2.5% 22.2% 4.6% 48.5% 7.1%

組織化・非正規組合員存在組合 706 12.9% 38.2% 4.2% 25.5% 35.0% 41.8% 9.2% 44.5% 6.1% 12.2% 7.4%

未組織・組織化検討中組合 193 10.4% 17.1% 1.0% 6.7% 13.0% 17.6% 0.5% 25.9% 7.8% 34.2% 5.2%

未組織・組織化未実施組合 1,818 3.8% 3.9% 0.1% 1.2% 3.1% 5.4% 0.3% 13.6% 3.6% 67.3% 5.9%

組織化・非正規組合員不存在組合 352 5.7% 14.5% 0.6% 9.4% 18.2% 20.5% 1.4% 19.3% 5.4% 32.4% 13.4%

出所：労働政策研究・研修機構（2017：35）より。

N 合計 いまの格差の
ままでよい

格差を縮める
必要がある

決まっていな
い その他 無回答

合計 2,064 100.0% 12.7% 31.6% 39.6% 5.1% 11.0%

組織化・非正規組合員存在組合 519 100.0% 8.3% 54.3% 23.7% 5.0% 8.7%

未組織・組織化検討中組合 141 100.0% 7.1% 44.0% 31.2% 6.4% 11.3%

未組織・組織化未実施組合 1,170 100.0% 15.8% 18.1% 48.9% 4.6% 12.6%

組織化・非正規組合員不存在組合 234 100.0% 10.3% 41.5% 33.3% 6.8% 8.1%

表 7　正社員と非正規雇用者との賃金格差に対する方針
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出所：労働政策研究・研修機構（2017：36）より。

表 8　賃金制度の公開状況

N 合計

全従業員
（非正規
雇用者を
含む）

全組合員
（非正規
雇用者を
含む）

正社員
（組合員）
のみ

その他
賃金制度
は開示し
ていない

賃金制度
がない 無回答

合計 3,069 100.0% 37.1% 9.8% 33.7% 1.6% 5.2% 2.6% 9.9%

組織化・非正規組合員存在組合 706 100.0% 46.2% 17.7% 14.2% 2.1% 4.7% 3.0% 12.2%

未組織・組織化検討中組合 193 100.0% 35.8% 9.8% 45.6% 0.5% 2.1% 1.6% 4.7%

未組織・組織化未実施組合 1,818 100.0% 32.7% 6.4% 41.8% 1.3% 5.6% 2.6% 9.6%

組織化・非正規組合員不存在組合 352 100.0% 42.6% 11.6% 24.1% 2.8% 6.0% 2.6% 10.2%

N 合計

全従業員
（非正規
雇用者を
含む）

全組合員
（非正規
雇用者を
含む）

正社員
（組合員）
のみ

その他
賃金制度
は開示し
ていない

賃金制度
がない 無回答

合計 3,069 100.0% 28.7% 6.7% 3.6% 4.7% 24.2% 13.3% 18.7%

組織化・非正規組合員存在組合 706 100.0% 44.1% 20.3% 2.4% 3.8% 8.8% 7.1% 13.6%

未組織・組織化検討中組合 193 100.0% 28.0% 1.6% 4.7% 6.7% 30.1% 16.1% 13.0%

未組織・組織化未実施組合 1,818 100.0% 22.2% 1.8% 4.0% 4.6% 30.4% 16.1% 20.9%

組織化・非正規組合員不存在組合 352 100.0% 31.8% 8.0% 3.7% 6.0% 19.9% 9.9% 20.7%
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社
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Ｎ

表 9　非正規雇用者の処遇改善（MA）

出所：労働政策研究・研修機構（2017：31）より。

合計 3,069 8.3% 3.2% 18.6% 10.8% 2.0% 4.7% 12.5% 7.3% 12.8%

組織化・非正規組合員存在組合 706 21.8% 6.2% 39.9% 24.9% 6.1% 11.3% 22.8% 11.8% 23.4%

未組織・組織化検討中組合 193 5.7% 4.1% 19.2% 9.8% 1.0% 6.7% 15.5% 6.7% 8.3%

未組織・組織化未実施組合 1,818 3.2% 1.4% 10.8% 5.3% 0.6% 2.2% 8.3% 5.6% 9.3%

組織化・非正規組合員不存在組合 352 8.8% 6.0% 15.6% 11.1% 2.0% 3.4% 11.6% 7.4% 12.2%

無
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実
現
し
た
こ
と
は
な
い

そ
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他

雇
用
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続
・
安
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働
安
全
衛
生
管
理
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実
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度
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実
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社
員
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の
分
業
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化

正
社
員
登
用
制
度
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・
改
善

仕
事
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護
の
両
立
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援

制
度
の
適
用

仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援

制
度
の
適
用

合計 6.2% 5.1% 12.2% 2.4% 4.2% 8.4% 16.8% 3.8% 38.9% 7.8%

組織化・非正規組合員存在組合 14.4% 11.5% 23.7% 2.4% 7.1% 11.9% 30.2% 5.5% 11.5% 7.9%

未組織・組織化検討中組合 6.2% 6.2% 17.1% 2.6% 3.6% 8.8% 19.2% 5.2% 31.6% 5.2%

未組織・組織化未実施組合 3.4% 2.7% 8.1% 2.3% 3.5% 7.2% 10.7% 3.2% 52.0% 6.6%

組織化・非正規組合員不存在組合 4.0% 3.7% 7.7% 2.8% 2.6% 7.4% 20.7% 2.6% 30.4% 14.8%
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している状態に近づけること（「組織内の均衡処遇
の実現への接近」）であると考える。小田急百貨店
労働組合の事例で見られたように，同一組織の同
一雇用形態であっても，求められる役割や仕事内
容は一様ではなく，雇用形態間の仕事と処遇のバ
ランスを図るには，組織内で取り組むほかはな
い。その際には，従業員区分の異なる労働者たち
が自分たちの立場に立って意見を述べると，労働
者間の利害対立を招く可能性があるため，①従業
員区分の異なる労働者の仕事と労働条件の情報を
互いに共有すること，②その情報を基に互いに受
容（納得）できる格差を組織全体で議論すること
が必要になると考えられる。
こうした取り組みを行う上で有効な手段の 1つ
と考えられるのが，非正規雇用者の組織化であ
る。非正規雇用者を組織化している労働組合であ

るほど，様々なルートを通じて非正規組合員の意
見収集を行い，正社員と非正規雇用者との賃金格
差を縮める方針を持つ傾向が強い。これに対し，
未組織組合は非正規雇用者の意見収集を行う割合
が低く，両者の賃金格差に対する方針を決めてい
ない組合が多い。こうした取り組みや方針（意識）
の差は，組合が正社員と非正規雇用者との賃金格
差を是正する取り組みを行うか否かに影響を及ぼ
すと考えられる。また，正社員と非正規雇用者の
賃金制度の公開状況を見ると，未組織組合のある
企業に比べ，組織化・非正規組合員存在組合のあ
る企業では，正社員と非正規雇用者の賃金制度の
情報が広く公開されている（表 8）。正社員と非正
規雇用者との賃金格差を是正するには，現在の格
差が適切か否かを判断する材料が必要であるが，
両者の賃金制度の情報を共有することは，その第
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表 10　非正規雇用者の意見への対応結果（MA）

出所：労働政策研究・研修機構（2017：34）より。

合計 3,069 9.1% 4.0% 6.3% 7.9% 2.1% 2.4% 8.8% 4.6% 1.8% 2.1%

組織化・非正規組合員存在組合 706 29.2% 15.0% 18.7% 16.1% 6.9% 7.6% 22.2% 12.3% 3.5% 3.1%

組織化・非正規組合員不存在組合 352 11.9% 2.6% 7.7% 8.2% 1.4% 2.0% 10.8% 3.4% 2.8% 2.0%

未組織・組織化検討中組合 193 4.7% 0.0% 4.1% 8.3% 1.0% 2.1% 9.3% 7.8% 2.1% 2.6%

未組織・組織化未実施組合 1,818 1.3% 0.4% 1.5% 4.6% 0.5% 0.5% 3.2% 1.5% 0.9% 1.6%
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合計 6.1% 2.6% 6.2% 2.8% 11.8% 1.1% 2.9% 2.3% 48.5% 0.2% 14.5%

組織化・非正規組合員存在組合 17.1% 8.5% 12.6% 10.3% 35.0% 2.8% 3.5% 1.6% 12.2% 0.0% 13.5%

組織化・非正規組合員不存在組合 8.8% 1.4% 6.0% 1.7% 12.8% 1.1% 3.4% 4.3% 32.4% 0.3% 23.0%

未組織・組織化検討中組合 2.1% 1.6% 5.7% 1.6% 10.4% 2.1% 3.6% 3.6% 34.2% 2.1% 19.7%

未組織・組織化未実施組合 1.7% 0.7% 3.7% 0.2% 2.7% 0.3% 2.5% 2.0% 67.3% 0.0% 12.7%
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一歩だと考えられる。そして，組織化組合は，未
組織組合に比べ，様々な形で非正規雇用者の処遇
改善を行い（表 9），組織化の成果を得ている（表
10）。
上記の分析結果から推測すると，現行の集団的
労使関係制度の下では，非正規雇用者の組織化が
持つ意味は，「組織内の均衡処遇の実現への接近」
にあると考えられる。ただし直近のデータによれ
ば，日本の労働組合の推定組織率（平成 29 年労働
組合基礎調査の概況）は 17.1％，短時間雇用者の
組織率は上昇傾向を示しているものの，1割に満
たないのが現状である。こうした状況が改善され
なければ，今後の集団的労使関係のありようを模
索する必要が出てくるかもしれない。

�1）パートタイマーの基幹化という概念は，本田（2004）にお
いて定義されている。量的基幹化とは，「職場における量的
な拡大とそれがもたらすパートタイム労働の重要性」（p.2）
を含むものであり，質的基幹化とは，「職場におけるパート
タイマーの仕事内容や能力が向上し正社員のそれに接近して
いること」（p.5）と定義されている。

�2）当時のパートタイマーの質的基幹化に関する代表的な研究
として，中村（1989），青山（1990），三山（1991）などがある。

�3）1960 年代から 2000 年代にかけての非正規雇用者の組織化
の動きを取り上げた研究として，前浦（2015）をあげておく。

�4）事例調査を行った組合は，イオンリテールワーカーズユニ
オン，小田急百貨店労働組合，ジョリーパスタユニオン，全
矢崎労働組合，日本ハムユニオン，セシール労働組合，私鉄
中国地方労働組合広島電鉄支部，クレディセゾン労働組合の
8組合である。いずれの組合も会社側とユニオンショップ協
定を締結している。

�5）具体的なアンケート調査の分析については，労働政策研
究・研修機構編（2017）を参照されたい。

�6）同様のことは，呉（2011）の第 2章においても指摘されて
いる。

�7）処遇改善の取り組みでは，①正社員登用を通じた処遇改善，
②雇用形態を維持したまま実施される処遇改善の 2つのパ
ターンがある。①については，広電支部の事例において，②
については，広電支部を除く，7つの労働組合の事例で見ら
れた。

�8）広電支部の分析を行った研究として，河西（2011），連合
総合生活開発研究所編（2009），中村（2009），労働政策研究・
研修機構編（2016）をあげておく。

�9）広島電鉄では，完全正社員化を実現した後，事故件数と苦
情件数は減り，善行（感謝の電話等）件数が増加した。

10）役割が同じ正社員と上級クルーの年収を比較すると，上級
クルーの年収は正社員の年収の 93％程度になるという。そ
の処遇格差の根拠は，正社員は職場や職種に関係なく異動す
るのに対し，上級クルーは同一店舗の同一職種の職場内に限
定されることにある。

11）またこの人事制度改定においては，クルーから正社員に登
用される場合の賃金制度上の張り付け方も見直された。以前
はクルーから正社員に登用されると，大卒の初任給に張り付
けられていたが，クルーは勤務を通じて経験を積み，スキル

を磨いていることから，育成期間を終えた正社員（大卒 2～
3年目）と同等の賃金を得ることとなった。

12）この人事制度の改定においては，旧制度におけるクルーの
賃金と役割を変えていないため，不利益を被ったクルーはい
なかったという。

13）会社から出された販売関連業務の具体例は，店内外催事，
センター業務，在庫管理，補充仕入発注，検品作業，納品・
返品，店頭値上下，商品入替作業，クレーム対応（一次）な
どである。

14）全矢崎労働組合以外にも，非正規組合員の雇用維持への対
応を行う組合がある。UAゼンセン傘下の組合では，事業所
が閉鎖される場合，①自社の他店舗への異動，②グループ内
企業の近隣店舗への転職，③UAゼンセン内の友好労組の
企業への就職という形で，通勤可能な範囲で，非正規雇用者
の雇用を確保する対応がなされる。

15）鷲津工場は，現在も牧之原工場鷲津分工場として存続して
いる。矢崎総業株式会社HPより https://www.yazaki-group.
com/company/parts.html（アクセス日は 2017 年 1 月 8 日）。
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